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第３回定例会会議録 

 

令 和 ７ 年 １ ０ 月  ２ 日 （ 木 ） 

開  議  午 前 １ ０ 時 ０ ０ 分 

○議長（内堀喜代志君）   これより本会議を再開します。  

 本日、暑くなることが予想されますので、随時、上着を脱ぐことを許可します。  

 ただいまの出席議員は１４名であります。  

 理事者側は全員の出席であります。  

 直ちに本日の会議を開きます。  

 本日の議事日程はあらかじめお手元に配付したとおりです。  

 

－－－日程第１  議案第７０号  令和７年度  町単  小型動力消防ポンプ積載車購入契約  

について－－－    

○議長（内堀喜代志君）   日程第１  議案第７０号  令和７年度  町単  小型動力消防ポ

ンプ積載車購入契約についてを議題といたします。  

 これから質疑を行います。質疑のある方は挙手願います。  

（「なし」と呼ぶ者あり）    

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 

－－－日程第２  議案第７１号  職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例案  

について－－－    

○議長（内堀喜代志君）   日程第２  議案第７１号  職員の育児休業等に関する条例の一

部を改正する条例案についてを議題とします。  

 これから質疑を行います。質疑のある方は挙手願います。  

（「なし」と呼ぶ者あり）    

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 

－－－日程第３  議案第７２号  職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の  

一部を改正する条例案について－－－    

○議長（内堀喜代志君）   日程第３  議案第７２号  職員の勤務時間及び休暇等に関する
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条例の一部を改正する条例案についてを議題とします。  

 これから質疑を行います。質疑のある方は挙手願います。  

（「なし」と呼ぶ者あり）    

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 

－－－日程第４  議案第７３号  御代田町行政手続における特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関す  

る条例の一部を改正する条例案について－－－    

○議長（内堀喜代志君）   日程第４  議案第７３号  御代田町行政手続における特定の個

人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個

人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例案についてを議題とします。  

 これから質疑を行います。質疑のある方は挙手願います。  

（「なし」と呼ぶ者あり）    

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 

－－－日程第５  議案第７４号  ふるさとみよた寄附条例の  

一部を改正する条例案について－－－    

○議長（内堀喜代志君）   日程第５  議案第７４号  ふるさとみよた寄附条例の一部を改

正する条例案についてを議題とします。  

 これから質疑を行います。質疑のある方は挙手願います。  

（「なし」と呼ぶ者あり）    

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 

－－－日程第６  議案第７５号  御代田町やまゆり共同作業所の設置及び管理に関する  

条例の一部を改正する条例案について－－－    

○議長（内堀喜代志君）   日程第６  議案第７５号  御代田町やまゆり共同作業所の設置

及び管理に関する条例の一部を改正する条例案についてを議題とします。  

 これから質疑を行います。質疑のある方は挙手願います。  

（「なし」と呼ぶ者あり）    

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  
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－－－日程第７  議案第７６号  令和６年度御代田町一般会計歳入歳出決算の  

認定について－－－    

○議長（内堀喜代志君）   日程第７  議案第７６号  令和６年度御代田町一般会計歳入歳

出決算の認定についてを議題とします。  

 これから質疑を行います。質疑のある方は挙手願います。  

 内堀綾子議員。  

○２番（内堀綾子君）   議席番号２、内堀綾子です。  

 議案第７６号  令和６年度御代田町歳入歳出決算書、歳出について何点か、ご質

問させていただきます。  

 決算書７４、７５ページ、タブレットで３９ページ、民生費、児童福祉費、子育

て支援事業、消耗品費３３４万１ ,９１０円の詳細は、また、実績で対象者数、対

象のロール数、配布方法は。  

 次、子ども・子育て支援計画策定委託料２９２万６ ,０００円、御代田町の現状

把握をしての策定が必要なので、委託先と策定の根拠となる調査方法は。  

 決算書９０ページ、タブレットで４７ページ、環境衛生費、合併処理浄化槽設置

整備事業補助金３０７万円、件数は。  

 決算書９４、９５ページ、タブレットで４９ページ、農業委員会費のうち、一般

職人事管理経費６４８万３ ,８８４円、人件費計上は農業委員会経費に入っている

が、農業委員会以外の業務も行っている場合は、計上は案分の必要があるのではな

いか、説明を求めます。  

 決算書９６、９７ページ、タブレットで５０ページ、農業振興費、降ひょう被害

対策補助金１７万３ ,０００円、降ひょう被害への補助金が新聞報道から感じた被

害よりも御代田町の補助金のほうがちょっと少なく感じましたので、この１７万

３ ,０００円のみの申請だったのか、申請したが、補助対象でないものもあったの

か、申請方法の周知はどのように行い、何件の申請だったか、お願いします。  

 次、決算書１０２ページ、１０３ページ、タブレットで５３ページ、相続登記の

申請の義務化が令和６年４月１日から施行されておりますが、今まで行ってきた、

長年行っている地籍調査事業費の電算処理はとても重要となってきます。町が委託

している経費として地籍調査事業経費４１８万２ ,７１０円のうち、電算処理委託
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料、地籍情報化等委託料の効果は。  

 次、決算書１０２ページ、１０３ページ、タブレットで５３ページ、団体営土地

改良事業、雪窓湖地震評価業務委託料７４０万円、評価の結果は。  

 ま た 、 緊 急 自 然 災 害 防 止 対 策 事 業 費 の う ち 、 た め 池 浚 渫 工 事 ２ ,６ ８ ０ 万

７ ,０００円、工事後に生態系の変化が見られるため、工事に当たり生態系調査も

この支出の中に入っているのかをお伺いいたします。  

 次、決算書１０４、１０５ページ、タブレットで５４ページ、ＵＩＪターン就

業・創業支援金４ ,０６０万円、このＵＩＪターンの「Ｕ」が故郷に帰る人、

「Ｉ」は故郷と異なる地方に移住する人などありますが、このＵターン、Ｉターン、

Ｊターンの人数の内訳と、また町内企業への就業・創業の人数を教えてください。  

 以上です。  

○議長（内堀喜代志君）   小林町民課長。  

○町民課長（小林達佳君）   それでは、３９ページの消耗品についてお答えさせていただ

きます。  

 こちらにつきましては、例年実施しております、当町の子どもに関わる施設での

書籍購入を目的とした、乳幼児のための本との出会い事業及び令和６年度より県の

子育て支援策として開始した、子ども・子育て応援市町村交付金を活用した可燃ご

み袋の配布事業に係る費用となります。  

 可燃ごみ袋配布事業につきましては、未就学児を養育するご家庭に町の指定可燃

ごみ袋を配布した事業で、令和７年１月１日を基準日とし、３歳以上の子どものい

る家庭に８ロール、３歳未満の子どものいるご家庭に９ロール、子どもの数に応じ

たロール数を３月３日から１か月間を配布期間として、町民課こども係窓口で配布

をしております。合計５ ,８４０ロール、６９１名の子どものご家庭に配布をして

おります。  

 続きまして、４０ページの子ども・子育て支援事業計画策定委託料についてです。

子ども・子育て支援事業計画は、社会全体で子どもの健やかな成長と子育てを支援

する環境整備を促進し、こどもまんなか社会を実現することを目的に策定するもの

でございます。  

 策定に当たっては、ジャパンインターナショナル総合研究所と令和６年９月

１２日に契約、９月１３日から令和７年３月３１日までを履行期間として業務委託
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しております。  

 計画策定のための基礎資料といたしまして、子ども・子育てを取り巻く現状、

サービスの利用意向などを把握するため、アンケート調査を実施しております。  

 調査対象者は、御代田町内在住の就学前児童の保護者に対するニーズ調査、こち

ら調査対象６１０名、回答ですが３７９名、６２ .１％。小学生児童の保護者に対

するニーズ調査、こちら調査対象８３０名で、回答が４４８名、回答率５４％にな

りますが、こちらを１０月２８日から１１月２９日まで郵送による配布・回収によ

り実施をしております。  

 調査内容といたしましては、子どもを主に養育している人、母親の就労状況、保

育園、幼稚園、児童館などの利用状況、育児休業の取得状況、子育てに関して悩ん

でいることなどをお聞きしているものでございます。  

 その他、委託業者とは、町の統計数値や、こども係で把握しました庁内各係との

調整による業務量、事業量の見込みなどを資料として提出させていただき、打合せ

を実施する中で、町の実情を把握・確認をしているところでございます。  

 以上です。  

○議長（内堀喜代志君）   金井建設水道課長。  

○建設水道課長（金井英明君）   ４７ページをお願いいたします。款４衛生費、項１保健

衛生費、目４環境衛生費の合併処理浄化槽設置整備事業補助金３０７万円の件数に

ついてお答えいたします。  

 下水道認可区域外に合併浄化槽を設置する建物を対象に、町内に住所を有するな

どの要件を満たした物件について、補助金対象件数は全部で９件になります。その

内訳といたしまして、５人槽が８件、７人槽が１件で、９件で３０７万円の補助金

を交付しております。  

 以上です。  

○議長（内堀喜代志君）   浅川産業経済課長。  

○産業経済課長（浅川英樹君）   それでは、決算書の４９ページをお願いいたします。農

業委員会の業務以外を行っている場合は、人件費の案分が必要ではないかというよ

うなご質問でございます。  

 特定の分野におけます実務を円滑に進めるための手引書、解説書であります実務

提要には、兼務する職員の人件費の予算計上に当たっては、主たる勤務がいずれで
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あるかにより判断し、まとめて計上するのがよいという旨の記載がございます。  

 内堀綾子議員のご質問は、案分の必要性についてということでございますが、こ

の実務提要に記載のあるとおり、主たる勤務である農業委員会経費に一括して計上

しているというところでございます。  

 なお、仮に案分をするような場合、それぞれの事務に従事した勤務時間を出す必

要がございますが、正確な勤務時間数の把握は極めて困難でございます。また、予

算編成ですとか、給与支給の事務をより煩雑化させてしまうということも考えられ

ます。  

 続いて、決算書の５０ページです。降ひょう被害の関係でご質問いただきました。  

 降ひょうによる令和６年度の被害総額は、４ ,７１４万３ ,０００円となっており

まして、令和５年度の被害総額２ ,１３７万７ ,０００円と比べても、その被害は甚

大でありまして、想定よりも少ないということではありません。  

 この事業の内容でございますが、降ひょうにより被害を受けた農作物の防除のた

めの農薬への費用負担となっておりまして、事業費３４万６ ,０２０円に対しまし

て、２分の１、半額の１７万３ ,０００円を町が負担したものでございます。この

ように被害額への補助ではなく、被害農作物の防除のため、例えば穴の空いたとこ

ろから病気にならないような、そういった農薬に対する補助でございますので、今

回の補助額となっております。  

 なお、対象者につきましては、佐久浅間農業協同組合で被害があった場所の生産

者全員に調査を行った結果を取りまとめたものでございまして、７５名になってお

ります。  

 続いて、決算書の５３ページをお願いいたします。地籍調査事業経費のうちの数

値地籍情報化等委託料の効果というところをご質問いただきました。  

 この数値地籍情報化等委託料につきましては、既に国土地籍調査が完了し、数値

情報化した地域におきまして、分筆、合筆、地目変更、所有権移転など、土地の不

動産情報の異動に対応するため、システムデータを更新するものでございます。  

 更新されたデータは、固定資産税の賦課業務の基礎資料としての活用をはじめ、

公共工事における用地測量業務のうち、土地の登記記録調査、地積測量図転写等の

省略など、幅広く活用をしているところでございます。  

 なお、近年、当町では開発が進んでおり、昨年度は、この分・合筆、地目変更、
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所有権移転等の更新を３ ,０２７件行いまして、３４６万７１０円の支出となりま

した。令和５年度は２ ,６９９件で、２９９万７９０円、令和４年度は２ ,４９１件

で、２６３万９ ,６７０円の支出となっており、年々増加傾向にあるものでござい

ます。  

 続きまして、決算書５３ページ、同じ５３ページですね、備考欄のうちの雪窓湖

の地震耐性評価業務委託料の評価結果というご質問でございます。  

 雪窓湖は、防災重点農業用ため池として位置づけられております。町内では、雪

窓湖のほかに、大池と七口池が防災重点農業用ため池として位置づけられており、

令和３年３月に長野県で策定されました防災重点農業用ため池に係る防災工事等推

進計画に基づいて、令和１２年までに地震耐性評価を実施する必要がございます。

当町では、雪窓湖を令和６年度に、大池を令和７年度に、七口池を令和８年度に地

震耐性評価を実施する計画となっております。  

 昨年実施しました雪窓湖の評価結果は、堤体の設計、主要な構造物の設計、それ

から洪水吐きの設計、取水施設の設計、緊急放流施設の設計の項目で、いずれも問

題がないという評価を頂いたところでございますが、その他の項目で、「ため池の

北側半分にヨシが繁茂しており、その下には土砂も堆積していると思われる。放置

すると貯水量の減少や、ヨシにより管理ができない状況となる可能性があるため、

浚渫を行うことが望ましい」という評価を頂いたため、令和６年度に浚渫工事を実

施したところでございます。  

 それから、同じく５３ページで、ため池浚渫工事２ ,６８０万７ ,０００円のご質

問でございます。工事に当たり、生態系の調査を実施したのかというところだと思

います。  

 雪窓湖の浚渫時に生態系の調査は実施しておりません。ですが、水を抜いた際に、

佐久漁業組合に協力を頂きまして、ブラックバスですとかブルーギルなどの特定外

来生物を駆除したところでございます。コイやフナなどの在来魚はそのままにして

おり、佐久漁業組合からは、ブラックバスですとかブルーギル、コイ、フナの４種

類の魚が主な生物だったよという報告を受けているところでございます。  

 それから、決算書５４ページです。ＵＩＪターンの人数の内訳、また町内企業へ

の就業・創業の人数というご質問でございます。  

 ＵＩＪターン就業・創業移住支援金を申請するためには、御代田町に住民票を移
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す直前の１０年間のうち、通算して５年以上東京圏、こちらは東京都、神奈川県、

千葉県、埼玉県を指していますが、それと愛知県及び大阪府に在住し、かつ連続し

て１年以上当該地域に在住かつ就労していることが要件となっております。  

 そのため、支援金の対象となった２２件の方は、全て東京圏または愛知県もしく

は大阪府から移住されていることは確認できるところでございますが、申請いただ

く書類に添付された住民票の除票ですとか、戸籍の付票のみでは、申請者の出身地

まで確認できないというところで、Ｕターン、Ｉターン、Ｊターンの人数の内訳を

出すことはできません。  

 なお、実績２２件のうち、町内企業への就業についてはお一人の方で、創業され

た方はいらっしゃらないという状況でございます。  

 以上でございます。  

○議長（内堀喜代志君）   内堀綾子議員。  

○２番（内堀綾子君）   先ほどの農業委員会費のうちの一般職人事管理経費の主たる職務

がその農業委員会でということなんですが、案分がないことは理解できました。た

だ、ちょっと業務過多にならないように、主たる業務が農業委員会ということでよ

ろしいですか。  

 それと、同じく、農業振興費の件、被害は甚大であったが、この補助金の対象に

なる被害ではなかった。防除という、守るということですよね、腐ったりするのを

守るということだったと思うんですけど、穴が空いたところを腐らないようにする、

農薬ということだったんですが、被害は甚大だったが、この補助金の対象となる被

害は少なかったということでよろしいですか。  

○議長（内堀喜代志君）   浅川産業経済課長。  

○産業経済課長（浅川英樹君）   お答えをいたします。  

 まず、人件費の関係でございます。主たる勤務というところでございます。  

 農業委員会の担当職員が、おおむね８割、９割、そちらの事務に従事をしておる

というところで、この農業委員会のほうの経費の人件費に計上しているというとこ

ろでございます。  

 それと、降ひょうの被害の関係です。  

 この対象になっているということではなくて、あくまでもここに計上されている

ものは、例えば畑が崩れちゃったですとか、そういったことではなくて、この降ひ
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ょうにより被害を受けた野菜、葉物野菜ですとか、そういったものに例えば穴が空

いちゃったというようなところで、そこから病気にならないように農薬を購入する

必要が生じるわけですが、それに対する補助となっていまして、農薬、そこまで高

いものでは、何千万ということではないので、先ほど申し上げたとおり、３４万何

がしに対し半額の補助、１７万円というところでございます。  

 人数的には７５名の方にその補助が行っているというところですので、面積的に

はかなり広い面積が被害に遭ったというところでご理解を頂ければと思います。  

 以上です。  

○議長（内堀喜代志君）   内堀綾子議員。  

○２番（内堀綾子君）   以上です。  

○議長（内堀喜代志君）   市村千恵子議員。  

○１２番（市村千恵子君）   議席番号１２番、市村千恵子です。すみません、１０点ほど

お聞きしていきたいと思います。  

 まず初めに、タブレットの番号で言えばよろしいでしょうか、４０ページをお願

いいたします。４０ページの款３民生費、項２児童福祉費、目１児童福祉総務費の

備考のほうの一般委託料の２億２ ,３８５万１ ,６２０円として、広域保育委託料、

それから私立保育所保育委託料、その他の負担金として地域型保育給付費１億

４ ,７７２万４９０円というのがあるわけですけれども、それぞれの実績の人数と、

委託料に係ります財源内訳をお願いしたいと思います。  

 また、次のページの４１ページ、そしてさらに４２ページの、４１ページのやま

ゆり保育園、それからページ４２の雪窓保育園の、それぞれの実績人数と、運営に

係る財源内訳についてお願いしたいと思います。  

 続きまして、ページ４８、款４衛生費、項２清掃費、目１塵芥処理費の備考欄で、

豊昇ふるさと公園草刈等委託料１５万９ ,９３５円の委託先と、年何回の委託料に

なっているのかについてお願いしたいと思います。  

 次が、同じページですかね、一般廃棄物処理委託料２ ,１６３万８ ,０３４円とい

う計上なんですが、昨年よりは増えているように思うんですが、この処理量、処理

単価の今後の見通しと、処理が増えていることによってクリーンセンターのほうの

処理が大丈夫なのかっていうところも、人口も増えている中で、見通しと対応につ

いてお願いいたします。  
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 次、ページ５０ページです。款６農林水産業費、項１農業費、目３農業振興費、

補助金の新規就農者育成総合対策（経営開始資金）ですかね、５２５万円がありま

すが、この対象者数、実績ですね、その内容と、制度が始まって、これらの対象と

なった延べ人数についてお願いしたいと思います。  

 続きまして、５３ページ、款６農林水産業費、項３農地費、目５多面的機能支払

交付金事業として９９８万６ ,６３６円の実績内容と事業効果についてお願いしま

す。新たに参加の団体の見通しはあるのか、また多面的活動において、灌水などの

施設の更新や農道・水路の補修保全には交付金のみでは対応し切れない中、町の農

道などの施設整備など原材料支給などの制度があるわけですが、併用できないとい

うふうにお聞きしていたので、併用できないのはなぜなのか、その点についてお願

いしたいと思います。  

 続きまして、ページ５４ページ、款７商工費、項１商工費、目１商工振興費、今

先ほど内堀議員のほうからありましたけど、ＵＩＪターン就業・創業移住支援金、

４ ,０６０万円と結構大きいわけですけれども、この事業内容をちょっとお願いし

たいと。効果として、今お聞きすれば、創業者なしですかね、就業者１人ですか、

ということだったので、事業効果としてはどういうふうに捉えているのか、お願い

したいと思います。  

 ページ５５ページ、款８土木費、項２道路橋梁費、目２の道路維持費の道路維持

管理経費の一般委託料でありますが、道路環境美化委託料８８０万１ ,４４０円と、

道路維持補修委託料１ ,０３８万６ ,７５０円の委託先と委託の内容についてお願い

したいと思います。  

 ページ５６ページ、款８土木費、項２道路橋梁費、目３の社会資本整備総合交付

金事業の道路修繕事業経費９ ,７０７万１ ,３５１円の実施内容と交付金の状況、ま

た完了予定の見通しについてお願いしたいと思います。  

 最後すみません、通告で間違って書きましたが、５６ページの款８土木費、項

２道路橋梁費、目４町単独道路新設改良費の道路新設改良事業経費１億２ ,９６７万

６ ,５５１円の実施路線と実施内容の進捗状況についてお願いしたいと思います。  

 以上です。  

○議長（内堀喜代志君）   小林町民課長。  

○町民課長（小林達佳君）   それでは、決算書４０ページの、まず第１番目の質問につい
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てお答えさせていただきます。  

 広域保育委託料、私立保育所保育委託料、その他負担金としての人数、委託料に

係る財源というところでございます。また、次ページ、やまゆり保育園、雪窓保育

園のそれぞれの実人数、運営費についても、あわせてお答えさせていただきたいと

思います。  

 保育園などの利用数は、令和６年度末時点で総合計４５０名となっており、この

うち広域保育委託料に係る人数は、公立保育所が５名、私立保育所が４名の計９名、

私立保育所保育委託料に係る人数が９７名、地域型保育給付費に係る人数が６０名、

公立保育園、やまゆり保育園と雪窓保育園、あわせて２８４名になります。  

 この委託料における財源は、保護者の皆様にお支払いいただいております保育料

のほか、私立保育園、小規模保育事業所は子どものための教育・保育給付費の対象

となります。国負担分は、３歳以上児２分の１、３歳未満児１００分の６０。県負

担は、３歳以上児が４分の１、３歳未満児が１００分の２０。３歳以上児４分の１、

３歳未満児１００分の２０が町負担となります。  

 令和６年度実績報告ベースで、国負担分が１億８ ,７９１万５０円、県負担分が

６ ,５０６万８ ,１５５円となっており、総事業費から国・県負担保育料等を除いた

８ ,２４２万３ ,５４５円が町負担額となっているところでございます。  

 また、やまゆり保育園、雪窓保育園の運営費に係る財源につきましては、交付税

として一般財源化されております。  

 こちらの質問については、以上となります。  

 続きまして、４８ページの豊昇ふるさと公園草刈委託料、また一般廃棄物処理委

託料のことについてお答えさせていただきます。  

 豊昇ふるさと公園草刈等委託料は、豊昇ふるさと公園と荒町公園の２か所の草刈

りの委託費でございます。委託先はシルバー人材センターとなっており、各公園お

おむね年２回の草刈りの委託料となります。  

 一般廃棄物処理委託料についてでございます。こちらにつきましては、令和５年

度と比較して３０３万２ ,１２８円増額となっているところでございます。増額要

因といたしましては、ごみ処理量が５万２ ,６２０ kg増加していること、また可燃

粗大ごみの処分単価が上がっていることが挙げられます。  

 御代田町の人口、世帯数は年々増加しており、それにあわせて、今後、処理量も
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増加していくことが見込まれます。処分単価につきましても、ここのところの労務

費及び焼却施設の維持管理に係る資材費が年々高騰しているため、今後増加するこ

とも考えられます。  

 現在、町民の皆様の深いご理解の下、他市町村と比べ分別及び減量化が進んでい

るところでございますが、引き続き町民の皆様に、ごみの分別を徹底していただく

こと、また、ごみ処理の現状・実情、分別の必要性を周知するなど、ごみの発生抑

制の意識を高めるための広報をしてまいりたいと考えております。  

 以上です。  

○議長（内堀喜代志君）   浅川産業経済課長。  

○産業経済課長（浅川英樹君）   それでは、決算書の５０ページでございます。新規就農

者育成総合対策（経営開始資金）の対象者等についてご質問いただきました。  

 この新規就農者育成総合対策（経営開始資金）は、令和４年度に、それまでの農

業次世代人材投資事業から移行する形で始まった制度でございまして、最長で３年

間、支給されるものでございます。  

 令和４年度からの延べ対象人数は３名でございまして、その内訳は、個人での採

択が２名、それと夫婦型での採択が一組となっております。  

 この５２５万円の内訳でございますが、個人１人当たり１５０万円の２名分で

３００万円と、夫婦型一組分で２２５万円、こちらは個人型の１ .５倍となってお

るところでございますが、そちらの合計で５２５万円というところでございます。  

 なお、現在交付の対象となっている方のうち、個人１名は令和６年度で交付終了

しております。残りの個人１名と夫婦型で交付を受けている方については、令和

７年度、今年度で交付終了となるというところでございます。  

 それから、続いて決算書の５３ページをお願いいたします。多面的機能支払交付

金事業についてご質問いただきました。  

 この多面的機能支払交付金事業は、農業が持つ多面的な機能の維持や機能の発揮

を図るための地域の共同活動を支援し、農地、水路、農道等の適切な保全管理を推

進する目的で設立された助成金の制度でございます。  

 令和６年度に町で多面的機能支払交付金を受けたのは、下ノ平・梨ノ木灌水組合

多面的機能推進部、馬瀬口多面的機能保全組織、草越多面的機能保全組織、豊昇地

蔵川原多面的機能保全組合、城ノ内保全会の５つの組織になります。  
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 交付金の額は耕作面積等によって算出され、交付金を活用し、活動エリア内の農

地、農道、水路の草刈り、簡単な修繕等に活用いただいているところでございます。  

 また、新たに参加の団体の見通しということでございますが、本年、令和７年度

から、豊昇宮平農地保全組合と、小田井地区多面的事業推進会の二つの組織が加わ

り、計７組織になったところでございます。ほかにも、児玉区さんですとか、広戸

区さんでもご検討いただいているところでございます。  

 最後に、多面的活動組織では、軽微な補修作業等を実施するための交付金も受け

ております。組織で対応可能な範囲の補修作業ですとか、材料の購入については、

基本的には交付金で対応いただきたいと考えているところでございます。ですが、

交付金で対応できないような改修工事等につきましては、町のほうにご相談を頂け

ればというふうに思います。  

 それから、決算書の５４ページでございます。ＵＩＪターンの関係でご質問を頂

きました。  

 このＵＩＪターン就業・創業移住支援事業は、先ほども説明したとおり、東京圏、

愛知県、大阪府に在勤・通勤する方が一定の要件を満たし長野県に移住して就業ま

たは創業した場合、移住支援金を給付する事業を国・県と共同して実施しているも

のでございます。  

 決算額４ ,０６０万円の内訳としましては、移住支援事業のテレワーカー移住分、

こちらが２０件ございまして、３ ,９００万円。それから、長野県の企業と求職者

を結びつけるマッチングサイトを経由で就業した分が２件で１６０万円となってお

り、合計で２２件分、事業費４ ,０６０万円となっております。  

 財源としましては、国庫補助が補助率２分の１で１ ,７００万円、県補助が補助

率４分の１で１ ,１８０万円、それと町のほうでの負担が１ ,１８０万円となってお

ります。  

 この支援金の対象者が２２件ということでございますが、世帯で見ますと、単身

世帯が１件で１人、夫婦２人の世帯が７件で１４人、それから夫婦にお子さんお一

人の世帯が１０件で３０人、それと夫婦にお子さんお二人の世帯が４件で１６人、

合計で２２世帯、６１人となっております。  

 この支援金が追い風となり、お子さんを含めた大勢の方が御代田へ移住するとと

もに、県内企業への就業へつながったことから、事業の目的のとおり、都市部から
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地方への移住の促進効果はあったというふうに考えられます。  

 以上でございます。  

○議長（内堀喜代志君）   金井建設水道課長。  

○建設水道課長（金井英明君）   ５５ページの道路維持経費、道路環境美化委託料につい

て、あと道路維持補修委託料についてお答えいたします。  

 御代田佐久線、雪窓向原線など、主要幹線道路の草刈り、土砂撤去などを２５件、

実施いたしまして、委託先につきましては、御代田町建設業協会、シルバー人材セ

ンター、町内の建設業、造園業など、民間事業者に委託しております。  

 道路維持補修委託料につきましては、側溝や路肩などの土砂撤去、閉塞物の除去、

また倒木、危険木の樹木の伐採などを４６件、委託しました。町内の建設業、造園

業、林業に委託しております。  

 ５６ページの社会資本整備総合交付金事業の道路修繕事業経費についてになりま

す。改修工事費７ ,３７９万９ ,０００円につきましては、真楽寺西側の川原田寺沢

線、計画延長４０３ｍのうち施工延長２９２ｍの道路拡幅工事を工事費５ ,３０４万

３ ,０００円で実施いたしまして、こちらの道路は事業完了となりました。  

 三ツ谷地区世代間交流センター前の三ツ谷馬瀬口線は、計画延長５２８ｍのうち

施工延長３４８ｍを工事費２ ,０７５万７ ,０００円で実施いたしまして、こちらも

事業完了となっております。  

 測量設計監理委託料１ ,６６０万９ ,０００円につきましては、やまゆりライン雀

ケ谷交差部からサンライン清万交差部の三ツ谷清万線は、施工延長４９５ｍのうち

第１期事業といたしまして、路線測量、道路詳細設計業務、用地測量、物件補償業

務、不動産鑑定評価業務を実施いたしました。こちらは令和８年度の事業完了を予

定しております。  

 交付金につきましては、測量設計委託料、道路改修工事の事業費９ ,０４０万

８ ,０００円に対する国庫補助金は３ ,９０６万５ ,０００円の交付となっておりま

す。  

 続きまして、単独道路新設改良事業経費についてお答えいたします。  

 実施路線は、舗装修繕工事２路線、道路拡幅工事２路線、安全対策１路線、設計

業務１路線の６路線を実施しております。  

 ふるさと農道西側の東林４号線は、舗装修繕工事として計画延長４０２ｍのうち、
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施工延長１４５ｍ、工事費２ ,２５６万１ ,０００円で実施いたしまして、事業完了

となっております。  

 町単独事業で計画しております川原田寺沢線は、舗装修繕工事として、サンライ

ン北側で計画延長４６７ｍのうち施工延長２５６ｍ、工事費１,９７９万８ ,０００円

で実施いたしました。こちらは、令和８年度の事業完了を予定しております。  

 塩野区集落東側の中籠西駒込線は、道路拡幅工事として、計画延長３６９ｍのう

ち施工延長１６０ｍ、工事費２ ,５９２万７ ,０００円で実施いたしました。令和

７年度の事業完了を予定しております。  

 浅間神社西側の塩野区内１５号線は、道路拡幅工事として計画延長４８８ｍのう

ち施工延長１６５ｍ、工事費２ ,５３６万６ ,０００円で実施いたしました。こちら

は、令和８年度の事業完了を予定しております。  

 １ ,０００ｍ林道、町道名、浅間幹線は、危険箇所の安全柵設置工事として、施

工延長１５８ｍ、工事費４２９万円で実施いたしまして、事業完了となっておりま

す。  

 このほか、土地購入費、補償金につきましては、塩野区内１５号線、中籠西駒込

線の道路拡幅に伴う用地取得及び電柱移転等による補償費でございます。  

 説明は以上です。  

○議長（内堀喜代志君）   市村千恵子議員。  

○１２番（市村千恵子君）   ４８ページのふるさと公園草刈り等委託料ということで

１５万９ ,９３５円の内訳というのが、豊昇だけではなく、荒町の公園も入ってい

るということで、年２回シルバー人材に委託しているということでしたけれども、

今この温暖化の気候の中で、やはり２回ではかなり整備が間に合わないのではない

かなと。これを増額していく考えというのはないんでしょうか。  

 それ１点と、それからすみません。多面的機能なんですけれども、多面的の交付

金の中でいろいろ軽微な農道、水路、保全とかというのはやる計画ではあるんです

けれども、多面的の中にもかなり面積の広い塩野、馬瀬口、草越とかかなり大きな

ところでは、灌水とかっていうのが非常に金額が１ ,０００万ぐらいかかってしま

う中で、町の補助金でいくと２分の１しか出ないという話があった中で、やはり

５００万の支出というのは、多面的の中では非常に難しい。  

 今ご相談いただきたいということでありましたけれども、そこら辺というのはし
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っかりと町が対応というか、していけるのか。豊昇の地蔵川原においても農道整備

とか用水路とか補修するんですけど、なかなかその交付金の中で難しい部分につい

ては町に相談してというか。延長もなかなか、もっと長くやりたいと思っててもで

きない現状がある中で、町とは相談していただきたいというお話でありましたから、

そこら辺はちゃんと町と相談して、原材料支給も含めて併用できるという理解でよ

かったのか、そこを確認をお願いしたいと思います。その２点です。  

 というか、ごめんなさい、もう一つあれなんですけども、先ほど御代田町のごみ

処理、４８ページの一般廃棄物の処理量、若干３０３万とか増えているというお話

でありましたけれども、クリーンセンターのキャパというか容量の中で、これから

本当に御代田は人口増を図っていくわけですけれども、その中で町民の皆さんが本

当に御代田は厳しいと言われるくらいの分別をやっている。  

 それで、かなり経費が安く抑えられているということは、やっぱり理解していた

だくというのは必要だと思うんですが、そこら辺のキャパというところでは、これ

から増えていくだろうという中では、十分にクリーンセンターでの受入れができる

のか、その点について、３点お願いしたいと思います。  

○議長（内堀喜代志君）   小林町民課長。  

○町民課長（小林達佳君）   それでは、公園の草刈りの関係というところでの追加質問の

ところをお願いいたします。  

 町民課で管轄しているところが、豊昇ふるさと公園と荒町公園というところで行

っているところでございます。  

 確かに、ここのところ、気候変動により暑くなっている中、草の繁茂が目につく

ところがあります。そういったところも踏まえまして、現状等をまた確認した上で、

回数等のほうについては検討してまいりたいと思います。  

 また、ごみ処理の関係になります。こちらにつきましては、佐久クリーンセン

ターの関係については、御代田単独での施設ではございません。佐久、また南佐久

のごみも受け入れているところでございます。  

 その中で、全市町村での調整というものが必要になってくると思いますので、そ

の辺踏まえて、今後また見通しというところを見ていくところだと思います。  

 以上です。  

○議長（内堀喜代志君）   浅川産業経済課長。  
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○産業経済課長（浅川英樹君）   それでは私のほうでは、多面的の関係について、追加質

問いただいたものについてお答えをいたします。  

 特に灌水施設、ポンプですとか、そういったものの改修は、かなり費用が高いよ

ねというところで、その分、現状の受益者負担割合では、なかなか施設整備も進ま

ないけども、改善策はというような趣旨のご質問だと思います。  

 今年、本年６月の第２回の議会定例会におきまして、現内堀喜代志議長から同様

の質問をいただいたところでございますが、当町の土地改良事業における受益者負

担のその割合は、近隣自治体と比較をして、畑地かんがい事業を除き、低い水準と

なっております。  

 ただ、この畑地かんがい事業の受益者負担率は、御代田町が事業費の５０％、

２分の１ですね。佐久市は４０％、小諸市は２５％、立科町が２０％となっており、

近隣自治体と比較して負担割合が高く設定されております。  

 町内の畑かんの施設は、５０年以上前に整備された施設も多く、現状でも幾つか

の組合から相談を受けておるところでございます。  

 先ほど市村議員のお話の中にもありましたが、例えばポンプの交換になりますと、

１ ,０００万円を超えるという大きな事業費になることもあり、現状の５０％とい

う負担割合では大きな金額となり、組合員が減少傾向にある組合としても、負担が

難しいという状況にあるものだと思っております。  

 このような状況を受けまして、現在、令和８年度をめどに、この負担割合の変更

をするよう、検討準備を進めている最中でございます。  

 まだ、その率については確定していないものですから、この場では控えますが、

検討を進めているというところでございます。  

 以上です。  

○議長（内堀喜代志君）   小園町長。  

○町長（小園拓志君）   今、浅川課長のほうから説明させていただいたところであります

けれども、これまでも、ここ２年くらいですかね、現在の内堀喜代志議長、また山

本今朝和議員からも、農業に関する質問は多くいただいてきたところであります。  

 今、むしろ御代田町の中で、農家の方の、もしくは組合の方の負担率が高いとこ

ろを、今、割と詳しく述べさせていただきましたが、ほかの項目については、この

地域の一般的な水準、もしくはむしろ負担率が低いというところは、これまでもご
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ざいました。  

 ですが、やはり畑地かんがいの部分については、特に金額が大きくなりがちであ

ります。そういったことから、やはりここは、何とかしなければならないなと思い

ます。  

 農業を取り巻く環境というのは、年々厳しくなっておりまして、特に資材価の高

騰でありますとか、その割に農家の収入に、なかなか跳ね返ってこないという厳し

い現状がございます。  

 やはり、町としては、農業に関して、これまで以上のサポートをしていくという

ことは、極めて重要なものと思いますので、ここから来年度以降、どういったこと

ができるかということを、これまで以上に真剣に考えながら進めてまいりたいと思

いますので、ご理解とご協力をお願い申し上げます。  

 以上です。  

○議長（内堀喜代志君）   市村千恵子議員。  

○１２番（市村千恵子君）   終わります。  

○議長（内堀喜代志君）   ほかに質問はありますか。  

 池田るみ議員。  

○１３番（池田るみ君）   議席番号１３番、池田るみです。２点について質問いたします。  

 １点目は、決算書５４ページ。款７商工費、項１商工費、目１商工振興費の備考

欄、物価高騰対応重点支援事業は、繰越事業のみよたんプレミアム商品券事業

５ ,６１５万２ ,２８９円で、物価高騰の影響を受けた町内経済の活性化のため、

１冊１万円、プレミアム率２０％で額面１万２ ,０００円の商品券を販売するに当

たっての販売換金業務委託料とプレミアム分の補助金であります。  

 決算書の後ろのほうにあります決算に関する説明資料によりますと、販売冊数は

２万４ ,８９８冊ということですが、販売した商品券は全て使用されているのでし

ょうか。  

 また、予算では３万４,０００冊分を取っておりましたが、販売冊数は９ ,１０２冊

少なくなっておりますけれども、効果はどのように捉えておりますでしょうか。  

 ２点目は決算書５８ページ、款８土木費、項４都市計画費、目１都市計画総務費、

備考欄の補助金、空き家改修等補助金５３０万円は、決算に関する説明資料により

ますと、空き家の改修、整備、解体に対する補助で１３件ということですが、改修、
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整備、解体別の件数または人数はどのようになっていますでしょうか。  

 また、当初予算は５３０万円で予算額いっぱいの決算額となっておりますが、予

算額に達してからの相談や申請はなかったのでしょうか。  

 以上、２件お願いいたします。  

○議長（内堀喜代志君）   浅川産業経済課長。  

○産業経済課長（浅川英樹君）   それでは、決算書５４ページですかね。みよたんプレミ

アム商品券事業の関係についてご質問いただきましたので、お答えをいたします。  

 販売した商品券２万４ ,８９８冊のうち、１３６万円の未換金がございました。

未換金率０ .５４６％ということでございます。  

 こちら、購入された方がそもそも使わなかった分、未使用の分ですね。それと購

入者は使用はしたんだけども、そのお店で換金忘れがあって、そのままになってし

まった部分というのが僅かあったというところでございます。  

 効果につきましては、この商品券の販売数は当初予定数には届かなかったものの、

実績額としましては、まずまずの結果でございまして、食料品や医療品、燃料とい

った町民生活に身近な商品の購入支援ですとか、町内事業所、町内経済の下支えに

なったものと捉えておるところでございます。  

 以上です。  

○議長（内堀喜代志君）   金井建設水道課長。  

○建設水道課長（金井英明君）   空き家改修補助金５３０万円についてお答えいたします。  

 補助金対象件数は１３件で、交付者は１１名の方に利用いただいております。  

 その内訳といたしまして、空き家に居住するための改修事業が４件、家財道具等

の搬出処分、屋内外の清掃等の整備事業は３件、解体処分、撤去等の解体事業は

６件となっております。  

 予算額に達しましたのが１１月２５日で、１１月２５日以降の相談は２件ござい

ました。  

 申請のほうはされておりませんで、こちらの２件につきましては本年度に申請を

されております。  

 以上です。  

○議長（内堀喜代志君）   池田るみ議員。  

○１３番（池田るみ君）   以上、終わります。  
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○議長（内堀喜代志君）   この際、暫時休憩します。再開はブザーにてお知らせします。  

（午前１１時０４分）  

（休   憩）    

（午前１１時１５分）  

○議長（内堀喜代志君）   休憩前に引き続き本会議を再開します。  

 ほかに質疑はありませんか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）    

 これで質疑を終わります。  

 

－－－日程第８  議案第７７号  令和６年度御代田財産区特別会計歳入歳出決算の  

認定について－－－    

○議長（内堀喜代志君）   日程第８  議案第７７号  令和６年度御代田財産区特別会計歳

入歳出決算の認定についてを議題とします。  

 これから質疑を行います。質疑のある方は挙手願います。  

（「なし」と呼ぶ者あり）    

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 

－－－日程第９  議案第７８号  令和６年度小沼地区財産管理特別会計歳入歳出決算の  

認定について－－－    

○議長（内堀喜代志君）   日程第９  議案第７８号  令和６年度小沼地区財産管理特別会

計歳入歳出決算の認定についてを議題とします。  

 これから質疑を行います。質疑のある方は挙手願います。  

（「なし」と呼ぶ者あり）    

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 

－－－日程第１０  議案第７９号  令和６年度御代田町国民健康保険事業勘定特別会計  

歳入歳出決算の認定について－－－    

○議長（内堀喜代志君）   日程第１０  議案第７９号  令和６年度御代田町国民健康保険

事業勘定特別会計歳入歳出決算の認定についてを議題とします。  

 これから質疑を行います。質疑のある方は挙手願います。  
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（「なし」と呼ぶ者あり）    

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 

－－－日程第１１  議案第８０号  令和６年度御代田町介護保険事業勘定特別会計  

歳入歳出決算の認定について－－－    

○議長（内堀喜代志君）   日程第１１  議案第８０号  令和６年度御代田町介護保険事業

勘定特別会計歳入歳出決算の認定についてを議題とします。  

 これから質疑を行います。質疑のある方は挙手願います。  

（「なし」と呼ぶ者あり）    

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 

－－－日程第１２  議案第８１号  令和６年度御代田町後期高齢者医療特別会計歳入歳出  

決算の認定について－－－    

○議長（内堀喜代志君）   日程第１２  議案第８１号  令和６年度御代田町後期高齢者医

療特別会計歳入歳出決算の認定についてを議題とします。  

 これから質疑を行います。質疑のある方は挙手願います。  

（「なし」と呼ぶ者あり）    

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 

－－－日程第１３  議案第８２号  令和６年度御代田町住宅新築資金等貸付事業特別会計  

歳入歳出決算の認定について－－－    

○議長（内堀喜代志君）   日程第１３  議案第８２号  令和６年度御代田町住宅新築資金

等貸付事業特別会計歳入歳出決算の認定についてを議題とします。  

 これから質疑を行います。質疑のある方は挙手願います。  

 市村千恵子議員。  

○１２番（市村千恵子君）   住宅新築資金等貸付事業特別会計の決算認定の質疑をお願い

します。  

 この滞納件数、それから滞納額、補填のための一般会計からの繰入総額について

お願いします。  

 国への償還というのは、令和元年で終了となっていると思うんですけれども、そ
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の時点で、滞納者からは今後も引き続き返済をしていただくということでありまし

たけど、現在の返済状況と、それから解決策というのはどのように考えているのか、

その点についてお聞きします。  

○議長（内堀喜代志君）   金井建設水道課長。  

○建設水道課長（金井英明君）   お答えいたします。  

 滞納件数及び滞納額につきましては、住宅新築資金が１４件、 ９ ,４２８万

９ ,１９２円、宅地取得資金が１４件、５ ,４９０万２ ,３８６円、住宅改修資金が

３件、４８５万９ ,２５７円、全体では滞納件数３１件、滞納額１億５ ,４０５万

８３５円でございます。  

 一般会計からの繰入額は、令和元年度の国への償還終了に伴いまして、平成

３０年度に終了いたしまして、昭和４７年からの総額は２億４ ,４２０万５３円と

なっております。  

 現在の償還状況は、３名の方が不定期ではありますが、納付いただいております。

納付の再開をした方、また一括納付されている方もいる状況にあります。  

 滞納者への折衝を継続するとともに、相続人調査や相続人が判明した際は、納付

を依頼してまいります。  

 以上です。  

○議長（内堀喜代志君）   市村千恵子議員。  

○１２番（市村千恵子君）   終わります。  

○議長（内堀喜代志君）   ほかに質疑はありませんか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）    

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 

－－－日程第１４  議案第８３号  令和６年度御代田小沼水道事業会計利益の  

処分及び歳入歳出決算の認定について－－－    

○議長（内堀喜代志君）   日程第１４  議案第８３号  令和６年度御代田小沼水道事業会

計利益の処分及び歳入歳出決算の認定についてを議題とします。  

 これから質疑を行います。質疑のある方は挙手願います。  

（「なし」と呼ぶ者あり）    

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  
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－－－日程第１５  議案第８４号  令和６年度御代田町下水道事業会計利益の  

処分及び歳入歳出決算の認定について－－－    

○議長（内堀喜代志君）   日程第１５  議案第８４号  令和６年度御代田町下水道事業会

計利益の処分及び歳入歳出決算の認定についてを議題とします。  

 これから質疑を行います。質疑のある方は挙手願います。  

（「なし」と呼ぶ者あり）    

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 

－－－日程第１６  議案第８５号  令和７年度御代田町一般会計補正予算案（第３号）  

について－－－    

○議長（内堀喜代志君）   日程第１６  議案第８５号  令和７年度御代田町一般会計補正

予算案（第３号）についてを議題とします。  

 これから質疑を行います。質疑のある方は挙手願います。  

 黒岩  旭議員。  

○４番（黒岩  旭君）   議席番号４番、黒岩  旭です。  

 議案書の８４ページ、款３民生費、項２児童福祉費、目１児童福祉総務費、説明

欄０８０─０１幼稚園振興経費で９２９万円減額されておりますが、その事業内容

と減額の理由を聞かせてください。  

○議長（内堀喜代志君）   小林町民課長。  

○町民課長（小林達佳君）   それではお答えいたします。  

 まず、子育てのための施設等利用給付になります。子育てのための施設等利用給

付は、令和元年１０月から開始された幼児教育・保育の無償化に伴い、制度化され

たもので、主な事業内容は、利用料及び預かり保育事業の補助になります。  

 平成２７年度から、子ども・子育て支援新制度が開始されましたが、幼稚園にお

いては、この制度に移行するか、制度に移行せず従来の私学助成による運営を実施

するかを選択することができます。  

 子育てのための施設等利用給付は、この制度に移行しなかった幼稚園や認可外保

育施設が対象となります。  

 給付に対する補助負担率は、国２分の１、県４分の１、町４分の１となります。
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当町では、杉の子幼稚園及びサムエル幼稚園がこの制度の対象となります。  

 今回の減額につきましては、当初見込みより幼稚園利用人数が減少したことが主

な理由となります。  

 また、幼稚園運営費補助金になりますが、こちらにつきましては、町内幼稚園の

運営費を補助するものでございます。５月１日現在に在籍している子どもの数に対

し、１人当たり２万円を幼稚園に補助しているところです。  

 今回の減額につきましては、子育てのための施設等利用給付同様、当初見込みよ

り幼稚園利用者人数が減少したことが主な理由となります。  

 また、国庫支出金等返還金につきましては、さきに申し上げました子育てのため

の施設等利用給付費の令和６年度事業報告により、返還金が生じる見込みのため、

増額をするものでございます。  

 以上です。  

○議長（内堀喜代志君）   黒岩  旭議員。  

○４番（黒岩  旭君）   終わります。  

○議長（内堀喜代志君）   ほかに質疑はありませんか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）    

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 

－－－日程第１７  議案第８６号  令和７年度御代田財産区特別会計補正予算案  

（第１号）について－－－    

○議長（内堀喜代志君）   日程第１７  議案第８６号  令和７年度御代田財産区特別会計

補正予算案（第１号）についてを議題とします。  

 これから質疑を行います。質疑のある方は挙手願います。  

（「なし」と呼ぶ者あり）    

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 

－－－日程第１８  議案第８７号  令和７年度小沼地区財産管理特別会計補正予算案  

（第１号）について－－－    

○議長（内堀喜代志君）   日程第１８  議案第８７号  令和７年度小沼地区財産管理特別

会計補正予算案（第１号）についてを議題とします。  
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 これから質疑を行います。質疑のある方は挙手願います。  

（「なし」と呼ぶ者あり）    

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 

－－－日程第１９  議案第８８号  令和７年度御代田町国民健康保険事業勘定特別会計  

補正予算案（第２号）について－－－    

○議長（内堀喜代志君）   日程第１９  議案第８８号  令和７年度御代田町国民健康保険

事業勘定特別会計補正予算案（第２号）についてを議題とします。  

 これから質疑を行います。質疑のある方は挙手願います。  

（「なし」と呼ぶ者あり）    

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 

－－－日程第２０  議案第８９号  令和７年度御代田町介護保険事業勘定特別会計補正  

予算案（第２号）について－－－    

○議長（内堀喜代志君）   日程第２０  議案第８９号  令和７年度御代田町介護保険事業

勘定特別会計補正予算案（第２号）についてを議題とします。  

 これから質疑を行います。質疑のある方は挙手願います。  

（「なし」と呼ぶ者あり）    

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 

－－－日程第２１  議案第９０号  令和７年度御代田町後期高齢者医療特別会計補正  

予算案（第１号）について－－－    

○議長（内堀喜代志君）   日程第２１  議案第９０号  令和７年度御代田町後期高齢者医

療特別会計補正予算案（第１号）についてを議題とします。  

 これから質疑を行います。質疑のある方は挙手願います。  

（「なし」と呼ぶ者あり）    

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 

－－－日程第２２  議案第９１号  令和７年度御代田小沼水道事業会計補正  

予算案（第２号）について－－－    
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○議長（内堀喜代志君）   日程第２２  議案第９１号  令和７年度御代田小沼水道事業会

計補正予算案（第２号）についてを議題とします。  

 これから質疑を行います。質疑のある方は挙手願います。  

（「なし」と呼ぶ者あり）    

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 

－－－日程第２３  議案第９２号  令和７年度御代田町下水道事業会計補正  

予算案（第２号）について－－－    

○議長（内堀喜代志君）   日程第２３  議案第９２号  令和７年度御代田町下水道事業会

計補正予算案（第２号）についてを議題とします。  

 これから質疑を行います。質疑のある方は挙手願います。  

（「なし」と呼ぶ者あり）    

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 お諮りします。ただいま議題となっています議案第７０号から議案第９２号まで

は、会議規則第３９条の規定により、お手元に配付してあります議案付託表のとお

り、それぞれ所管の常任委員会に付託します。ご異議ありませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）    

 異議なしと認めます。よって、議案付託表のとおり各常任委員会に付託すること

に決しました。  

 

－－－日程第２４  報告第８号  令和６年度御代田町財政健全化判断比率及び  

資金不足比率の報告について－－－    

○議長（内堀喜代志君）   日程第２４  報告第８号  令和６年度御代田町財政健全化判断

比率及び資金不足比率の報告についてを議題とします。  

 これから質疑を行います。質疑のある方は挙手願います。  

（「なし」と呼ぶ者あり）    

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 これをもって、令和６年度御代田町財産健全化判断比率及び資金不足比率の報告

についてを終わります。  

 以上で、本日の議事日程は全て終了しました。  
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 本日はこれにて散会します。お疲れさまでした。  

散  会  午前１１時２９分  


